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パインアップル産地の生産・流通対応に関する研究
一加工中心から生食へ転換する東村をもとに－

菊地香・中村哲也、

(琉球大学農学部・’)共栄大学国際経営学部）

KohmKUCHLTetsuyaNAKAMURA:Thestudyonthecorrespondenceof

productionanddistributioninthepineappledistrict．

要旨

本稿の目的は，パインアップルの生産振興の方向性を明らかにすることである．第１に農家に対して現状の

経営要素の構成がどのように組み立てられているのか．第２に近年加工用パインアップル生産量増加のために

kg当り10円の補助がなされた．農家の経営意欲は高揚させられたのか．第３に調査は北部営農センターや加

工場に対して行った．調査内容は，高価格な生食用パインアップルの販売網を確保する方法である．

分析結果は，以下のように整理された．最初に生産者側からは以下の通りである．

第１に農家は，農作業の省力化ができていない．そのため農家は，労働量に対して所得が少ない．第２に，

パインアップルの生産者は，高齢者が中心である．現在の高齢である労働力は，今後，存続していくことが微

妙である．第３に農家は，加工するパインアップルの生産を振興するために様々な助成を受けている．した

がって，農家は，加工用を中心に生産しなければならない．

出荷体制からは，以下の通りである．

第１に，産地の存続には，輸入されるパインアップル缶詰の自由化が影響を及ぼすものと考えられていた．

しかし，実際には高齢化が進展したため生産量の減少となったわけである．第２に，生産者や出荷組織は，生

食用パインアップルの販売網をＪＡに限定しないことである．第３に，将来，ＪＡの工場がなくなるかもしれな

いことを，生産者や出荷組織は，考慮しなければならない．第４に，沖縄県産のパインアップルは，農家に農

家とＪＡとの販売契約の履行を周知させなければ産地を維持できない．

キーワード：販売網，生産振興，経営意欲，加工用パインアップル，生食用パインアップル

Abstract

Thepurposeofthispaperistothedirectivityofthepineappleproductionpromotionlnthefirst，

howisthecompositionofpresentmanagementelementconstructedfbrtheftlrmhouse？Inthesecond，

thesupportof￥１０ｐｅｒｌｋｇｗａｓｍａｄｅｓｏｔｈａｔｐｉｎｅａｐｐｌｅｏｕtputofprocessedpineapplemaybeｍａｄｅ

toincreaseinthepineapplelocality・Wasthemanagementvolitionofthefarmhouseraised？Inthe

third，theinvestigationfacednorthernagriculturalbusinesscenterandprocessingplant，The

investigationcontentisamethｏｄｆｂｒｅｎｓｕｒｉｎｇｔｈｅｓａｌｅｓｎｅｔｗｏｒｋｏｆtheexpensivefreshmarket

pineapp１e・

Resultofanalysiswasarrangedlikethefbllowing、First，itisaccordingtothefbllowingfromthe

producerside

InthefIrst，thefHrmhouseisnotpossiblethelaborsavingoffarmworkTherefbre，ｔｈｅｆａｒｍｈｏｕｓｅ
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ｉｓｆｅｗｔｈｅｉｎｃｏｍｅｆｂｒｔｈｅｌａｂｏｒｑｕａｎｔity，Ｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄ，theproducerofthepineappleiscentralthe

oldpeopleItisdelicatethatpresentoldmanpowerwillpersistinfUture，Ｉｎｔｈｅｔｈｉｒｄ，thefarmhouse

isreceivingthevariousfUrtheranceitpromotestheproductionofprocessingpineapple・Therefbre，the

farmhousemustproduceprocessedpineapplecenterinrespectoftheproductionofthepineapple、

Ｆｒｏｍｔｈｅｓｈｉｐｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍ，itisaccordingtothefbllowing・

Ｉｎｔｈｅｆｉｒｓｔ，ｉｔｉｓｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｈａｔｉｎｔｈｅｐｅｒｓｉｓｔenceofthelocality，theliberalizationofimported

pineapplecannedfbodaffbctsit，Ｈowever，ｉｔｉｓｔｈｅｍｅａｎｍｇｗｈｉｃｈｂｅｃｏｍｅｓａｄｅｃｒｅａｓｅｉｎａｎｏｕｔｐｕｔ，

sincetheagingdevelopsactually、Ｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄ，producerandshippingorganizationarｅｔｈａｔｉｔｄｏｅｓ

ｎｏｔｌｉｍｉｔｔｈｅｓａｌｅｓｎｅｔworkofthefreshpineappletoagriculturalcooperativelnthethird，inthe

fUture，producerandshippingorganizationmustconsiderthattherewillnotbeintheagricultural

cooperativefactorylnthefburth，thepineappleofOkinawaPrefbcture-madecannotmaintainthe

locality，ｉｆｔｈｅｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓａｌｅｓｃontractbetweenfarmhouseandagriculturalcooperativeis

notknownthefarmhousetoeverybody

Keywords：Salesnetwork，Productionpromotion，Managementvolition，Processedpineapple，Eatingｉｎ

therawpineapple

１．はじめに

日本で唯一のパインアップル産地である沖縄

県では，1992年パインアップル缶詰の輸入自由

化の影響を受け，パインアップルの生産量が減

少してきている．これに対して沖縄県では様々

なパインアップル振興策を講じてきている．生

産対策では生産体制確立条件整備事業，種苗緊

急対策事業，栽培管理改善促進対策事業（加工

用パインアップルの省力化栽培の推進）を実施

してきており，流通対策及び価格対策は生産出

荷安定対策事業としての生食用パインアップル

及び加工品の消費拡大，加工原料果実への価格

補填を実施することでパインアップルの生産振

興を図っている．この生産，流通，価格といっ

た対策を県は行っているものの，生産された農

産物をどのように販売していくのか，その辺り

に対策の重点を置いていなかった．

先行研究についてみると，パインアップルの

自由化が島喚で構成された沖縄県のような条件

不利地域の農業に対して及ぼす影響とその対応

の検討を行い，農業の国際化が地域農業に与え

る決定的な影響を解明した岩元泉（1992）は，

東村を事例に行った調査の時期に石垣島では缶

詰自由化によってパインアップル加工場が閉鎖

を決定したことから，八重山地区では缶詰自由

化の影響を大きく受けた．この後，八重山地区

は生食用へ特化し，沖縄本島北部では加工用を

中心に生食用が加わる状態が現在に至っている．

一方で農業振興策そのものが機能していないた

め，沖縄県の農産物が安定的な産地形成がなさ

れていないとしている来間泰男（1998）は，農

家と農協間で出荷に関した契約関係がなされて

いないため，必要な原料確保ができずに，パイ

ンアップル缶詰が製造できなくなり，結果とし

て加工場の存続が厳しくなってしまったとして

いる')．

そこで本稿では生産者及びＪＡおきなわ北部

営農センター（以下「北部センター」と略す）

を調査することにより，現状をふまえて加工用

から生食用へ転換をする場合における生産振興

の方向』性に焦点を置く2)．そのために生産農家，

北部センターやＪＡ沖縄経済連加工場（以下
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｢加工場」と略す）に対して実態調査の結果を

もとに，今まで行われてきた加工用に生食用を

加えた産地のあり方や加工場の方針が妥当であっ

たのかを農家と北部センターの双方から検討す

ることを課題とする．この課題を明らかにする

ために本稿では，第一に生産の現状については

農家に対して現状の土地（農地)，資本（農用

機械)，労働の経営要素の構成がどのように組

み立てられているのか，第二に近年加工用パイ

ンアップル生産量増加のためにkg当り１０円の

補助がなされたが，農家の経営意欲は高揚させ

られたのか，第三に北部センターや加工場に対

し，現在における生産者の所得の基本となる加

工用パインアップルだけではなく，高価格であ

る生食用パインアップルについて販売ルートの

確保のあり方，といったことを明らかにするこ

とを目的とする．

以降徐々に生食用への出荷が増え，1999年に生

食用が33.7％，加工用が66.6％となり，2001年

に加工用への出荷がピークとなった．このよう

に生産者が高値となる生食用への出荷を増やし

たため加工用への出荷量が減少した．

こうした状況の下，主要なパインアップル産

地の栽培面積を表２からみると，東村では1985

年に398haあった収穫面積は増加することなく

徐々に減少し，2002年にはl71haにまで減少し

ている．また名護市も同様な傾向にあり，２００２

年には78haにまで減少している．沖縄本島以

外の産地である石垣市では1985年に東村とほぼ

同じ程度である収穫面積322haであったが，

1995年まで東村と同様の減少傾向をたどってい

たが，1992年石垣市の加工場閉鎖の影響から，

生産者のパインアップル離れが加速したため

1997年にはl00ha以下となり，2002年では65ｈａ

の収穫面積となっている．それぞれの出荷割合

をみると，本島北部の産地では加工用への出荷

量は70％前後を維持しているのに対して，石垣

市では加工用への出荷が1997年を境に20％まで

減少して現在に至っている．本島北部では県内

唯一の加工場があるためこの工場を維持するた

めにも加工用のパイン生産はされており，その

結果出荷割合でみると加工用が70％前後で，生

食用が30％前後となっている．一方で石垣市の

パインアップル生産は一部カットパインアップ

ルとしての加工用は残っているものの生食用が

中心となっている．

沖縄県では加工用パインアップルを確保する

ための振興策として，パインアップル加工原料

果実への価格補填を行うために果実等生産出荷

安定対策事業を行ってきているそしてパイン

アップル缶詰の自由化がなされた後でも缶詰の

関税割当制度を実施し，生産者を保護してきて

いる．しかしパインアップルの国内生産量は，

２．沖縄県におけるパインアップル生産の取組み

1992年のパインアップル缶詰輸入自由化は，

産地にどのような影響を受けたのかを収穫面積，

単収及び加工用と生食用への仕向けなどからみ

てみる．表１に示すように収穫面積は1992年ま

では1,000haを超えていたが，1993年以降900

ha以下となり，2002年には457haにまで減少し

ている．収穫面積は減少しているものの単収が

最低2000年の2286kgから最高1994年の309.5

kgとなっている．自由化の影響を出荷量でみ

ると1992年以降，収穫面積の減少とともに減少

しているものの，単収には変化がみられていな

い．1985年には41,100ｔであった出荷量が1991

年には30,000ｔを下回り，1996年になると

20,000ｔ台を切り，2002年では12,300ｔにまで

減少している．出荷されるパインアップルの加

工と生食の仕向けは，1985年から1987年までは

加工用への出荷が90％以上であったが，1988年
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表１パインアップル生産の推移．

（単位：ｈａｋｇ／ｌＯａ，ｔ，％）

出荷量
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資料：沖縄総合事務局農林水産部「園芸・工芸農作物市町村別統計書」

表２主要パインアップル産地の生産の推移．

(単位：ｈａｔ，％，円/kg）

出荷割合出荷量
収穫面積

加工用
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3,90011,５００

３，４９０９，９４０

３，７９０８，３００

３，０７０７,９８０

２，５３０８，０８０

３，１５０７，６８０

２，８２０７,０４０

３，５００７，７２０

３，５２０４，８９０

２，６８０３,７９０

２，６７０４３５

１，８８０４７３

１，６４０３６３

１，３９０２６７

１，１８０１３７

１，５６０３８７

5,04010,200

4,04010,600

3,90011,５００

３，４９０９，９４０

３，７９０８，３００

３，０７０７,９８０

２，５３０８，０８０

３，１５０７，６８０

２，８２０７,０４０

３，５００７，７２０

３，５２０４，８９０

２，６８０３,７９０

２，６７０４３５

１，８８０４７３

１，６４０３６３

１，３９０２６７

１，１８０１３７

１，５６０３８７

９
６
９
１
４
６
９
５
２
３
４
７
８
１
４
７
５
５

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

８
０
９
７
９
０
１
０
４
８
７
７
７
６
６
３
０
９

１
１
１
３
３
３
３
１
１
１
１
２
２
３
４
２

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

８
０
０
０
５
７
８
７
３
５
８
０
５
４
９
９
１
１

９
６
４
２
６
３
９
６
１
０
０
６
６
５
６
６
７
７

３
３
３
３
３
３
２
２
２
２
２
１
１
１
１
１
１
１

２
２
０
０
６
６
３
７
０
４
９
３
８
８
７
４
１
８

８
５
９
９
６
３
２
６
４
３
３
１
１
９
８
８
７
７

２
２
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１ ｌｌｉ

０
５
６
５
０
８
８
０
０
８
０
０
０
０
０
０
４
７

１
３
３
０
８
６
８
５
７
１
６
０
４
９
６
８
４
５

５
５
６
０
５
３
６
３
０
４
２
１
９
１
０
６
７
５

９
９
７
９
，
，
ワ

ー
１
１
１
１
１
１

資料：表１に同じ
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1985年の32,711ｔから1993年の自由化後の

１０，８９３ｔと減少し，2002年において2,528ｔと

減少となっているのが現状である．こうした生

産量の減少となっている現状をふまえ，沖縄県

では2003年度に加工用パインアップル生産量の

増加をさせるために生産振興アクションプログ

ラムの実施となった．これによれば今後三ヵ年

の間，新植作業や苗購入の助成金を交付するこ

ととなった．しかし，生産量が上昇し，さらに

生産者が加工用として出荷するかどうかは，明

確な方向`性が見えないのが現状である．

名護市へ毎日通勤している形態である．しかし

正職員としての就業ではなく，パート的な作業

に従事するいわゆる不安定な就業状況である．

なお兼業農家の中で経営主が300日以上を農業

に従事している農家は自営兼業である．

経営耕地を表４に整理した．パインアップル

の経営耕地面積でみると最大で1,136.0ａ，最

小で85.0ａであった．専業農家が経営耕地面積

では意外にも経営耕地面積は大きくなく，最大

528.0ａ，最小120.0ａであった．他の産業に就

業することができない老齢専業では経営耕地面

積が最大で1,000.0ａの農家が１戸あったが，

３．パインアップル農家の経営内容

（１）生産概況

東村のパインアップル生産農家は195戸であ

る．このうち34戸に対して労働力，土地，機械

装備及び将来性についてヒアリングを2004年２

月に行った．まず，調査農家の労働について表

３に示す．表は専兼別で区分した．この中で全

体の３５３％を老齢専業が占めているまた兼業

農家の中にも後継者を確保していなく経営主が

65歳を超えている農家が２戸あり，さらに，専

業農家においても経営主が60歳を超えながらも

後継者を確保できていない農家の存在が２戸あ

る．このため専兼別に限らず後継者世代の若い

農業の担い手が参入することなく，高齢化が進

展していく状況にある．実際の農作業を行って

いる１戸当たりの労働力は，夫婦単位で行われ

ているが，後継者を確保できている場合は男子

２名，女子１名で構成されている．兼業農家で

労働力を３名以上確保している農家は，自営兼

業に深化しているため経営主が農作業に従事で

きない場合に出役しているケースがみられた．

農業従事日数をみると専兼の区分に関わらず

従事日数は多く，１戸当たりの農業従事日数は

非常に多いことがわかる．兼業農家は隣接する

表３調査農家の労働力構成．

（単位：人，歳，日）

|農業従事日数

雇寶王l寝悪署

業
業
業
業
業
業
業
業
業
業
業
業
業

専
専
専
専
専
専
専
専
専
専
専
専
専

２
４
３
１
９
７
０
３
３
２
４
４
６

４
４
６
６
４
５
４
５
６
６
５
６
５

０
０
０
０
０
０
５
０
０
０
０
０
０

０
０
５
０
２
０
１
９
５
０
５
０
０

２
３
２
３
３
３
３
２
２
３
２
３
３

！
3３
－

２２

300

3１

２８

２６

５０

２５０

老齢専業
老齢専業
老齢専業
老齢専業
老齢専業
老齢専業
老齢専業
老齢専業
老齢専業
老齢専業
老齢専業
老齢専業

８
０
３
０
５
８
１
９
１
６
０
５

７
７
７
７
７
６
７
６
７
６
８
７

240

290

250

８０

4９

100

300

５０

２４０

5１

４１

０
０
０
０
０
０

０
０
０
５
２
０

２
２
２
２
３
２

4１ 200

業
業
業
業
業
業
業
業
業

兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼

３
３
７
９
４
７
９
０
７

５
５
５
４
５
４
５
７
６

０
０
’
０
０
０
０
０
０

０
２
０
５
３
０
８
０

３
１
２
２
３
２
１
３

2８

２４

Ⅱ■■■

1８０
－

資料：調査結果より作成．

注）：「-」は詳細が不明であるもの．
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それ以外みれば最大466.7ａ，最小137.9ａの経

営耕地面積である．兼業農家において調査農家

で経営耕地面積の大きい農家があり，この農家

は労働力を６名確保しているものの，1,288.0

ａを他の農家に貸し付けている．それ以外の農

家でみると最大は500.0ａであり，最小が85.0

ａである．兼業であることから経営耕地面積は

小さいものとみられたが，実際にはlOOa以下

であった農家は１戸であった．

農家の属性から整理すると，零細規模，老齢

専業農家，兼業農家に大別できる．零細規模で

ある農家が意外と少ない東村であるが，経営規

模が大きい場合，労働力の確保ができない場合

は，少人数の農業従事者でも対応できるように

機械装備を行わなければならない．しかし，パ

インアップルで機械化ができる作業は，整地と

植え付けのみであり，それ以外の作業は人力と

なる．専業農家では13戸中で６戸が耕作用の機

表４調査農家の土地利用．

(単位：ａ）

パインアップル
その他

E;]＝
農家
番号 経営耕地

面積 経営耕地更新面積 育成面積｜収穫面積育成面積 収穫面積

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
Ⅱ
皿
旧
一
Ⅲ
砠
肥
灯
旧
旧
加
Ⅲ
皿
別
別
妬
一
別
〃
肥
羽
別
別
弛
羽
弧

434.2

160.0

180.0

300.0

260.0

300.0

220.0

190.0

365.0

538.0

600.0

190.0

190.0

367.5

1600

180.0

300.0

240.0

300.0

120.0

130.0

340.0

528.0

500.0

190.0

190.0

９０．４

５０．０

90.0

100.0

23.0

201.5

６０．０

40.0

100.0

137.0

120.0

３０．０

20.0

120.0

297.0

７５．６

５０．０

50.0

100.0

80.0

180.0

３０．０

60.0

100.0

198.0

７
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

●
●
●
●
●
●
●
●
◆
●
●
●
●

６
０
０
０
０
０
０
０
５
０
０
０
０

６
２
０
６
２
１
０

１
１

サトウキビ

野菜，花卉，観葉
観賞用パイン他
切り花
みかん

花卉

６０．０

50.0

120.0

33.0

190.0

190.0

タンカン

みかん

473.4

453.4

1,000.0
200.0

218.2

209.1

432.5

168.6

167.9

259.0

250.0

430.0

466.7

433.4

1,000.0
200.0

197.0

１８１．８

４１２．５

138.6

137.9

239.0

250.0

330.0

３
０
０
０
５
５
０
１
０
０
０
０

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
巳
●

３
０
０
０
５
５
３
３
０
１
０
５

３
０
０
４
４
４
３
２
７
５
６

１
１

１
１

266.7

266.7

400.0

６０．０

３０．３

75.8

247.5

８２．５

７２．６

４９．０

166.7

66.7

500.0

100.0

121.2

60.6

132.0

３３．０

65.3

119.0

100.0

９９．０

７
０
０
０
２
３
０
０
０
０
０
０

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

６
０
０
０
１
７
０
０
０
０
０
０

２
２
２
２
３
３
２
０
１

露地野菜

サトウキビ

サトウキビ

みかん

みかん

花卉

タンカン

サトウキビ

66.0

410.0

460.1

105.0

1,136.0
130.0

156.0

525.0

224.2

363.0

１１０．０

460.1

85.0

1,136.0
105.0

156.0

500.0

157.6

363.0

110.0

243.4

０
０
０
０
０
０
０
７
０

●
●
●
●
●
●
●
●
●

０
０
０
０
５
０
５
６
０

０
２
２
２
６

３

150.0

85.0

660.0

４０．０

52.0

66.7

サトウキビ

サトウキビ

333.0

３０．０

４９．０

143.0

３５．０

55.0

タンカン

サトウキビ36.4

33.0

30.3

198.0

90.9

132.0

資料：表３に同じ．

注）：「-」は詳細が不明であるもの．
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械を保有していない．パインアップルの管理作

業は他の果樹に比べて多くなく，必要な作業は

開花を促進させる処理と若干の農薬散布をする

程度であり，近年では鳥獣害対策としての果実

への袋がけもしくはネット張り程度である．

老齢専業農家では機械装備を保有していない

農家が12戸中で６戸である．これらの農家で農

業従事者を多く確保している農家は1,000ａの

経営耕地となっている農家が５名を確保してい

るが，それ以外の農家では４名以下である．老

齢専業農家では，農作業を行う若い担い手がい

なく，後継者を確保していたとしても他産業に

就業しているため収穫期に手伝い程度の従事に

とどまっている．また老齢専業農家では耕作用

の農用機械を保有していない場合，作業の多く

を他の農家に委託しているケースが多い．

兼業農家において機械装備を保有してない農

家は９戸中で２戸である．２戸のうち１戸は農

業の担い手が経営主１人であり，経営規模が小

さく，大多数の作業を他の経営に委託している．

またもう１戸の農家では４名の農業従事者がい

るが経営規模が小さいため経営主を補完する程

度の農作業への従事であり，また機械を保有し

ていないことから作業の大部分を委託している．

（２）農家の経営実態

東村で栽培されているパインアップルの在園

面積は，生食用と加工用の双方に適したN67-

lOが16,007ａであり，あとは生食用のボゴール

が675ａ，ソフトタッチが８５ａ，クリームパイ

ンが52ａである．全ての農家に生食専用のパイ

ンアップルが栽培されているわけではなく，N

67-lOを中心にして生食用品種を栽培している

状況である．

事例農家の経営内容を表５に示す．この表で

特徴的なことは専業農家において農業所得が赤

字となっている農家の存在である株の更新で

収穫可能となる畑がない農家は，出荷すべきパ

インアップルがないため経費がかかるだけであ

り，無収入であるから，所得は赤字となる．そ

れ以外の赤字農家については，他出した家族か

らの仕送りを農家が把握していないこともあっ

たため，農家所得も赤字となった．また兼業農

家といえども農家所得が極端に高いわけではな

く，現状を維持する程度の兼業所得を得ている

に過ぎない．

こうした経営内容であるパインアップル農家

における単収及び出荷量は，次の通りである

経営耕地面積が大きい農家の場合は更新畑，育

成畑を多くとることが可能となる．高い品質を

維持できる収穫回数は，同一株で２回目までに

更新していくことが理想である．経営耕地面積

が多い農家は，管理作業が全ての圃場で一様に

行えないことから，作付け密度は上げられず粗

放的な作付けで対応している．経営耕地面積が

500ａ以上である農家では，栽培管理を周到に

行えないことから加工用の割合が高くなってい

る．しかし，経営耕地面積が小さい農家の場合

は，概ね収穫回数を同一株で２回とし，ｌＯａ当

たりの作付け密度を上げた栽培を行うことで単

収を増加させ，収益を向上させている．

加工用と生食用の割合についてみてみる．東

村パインアップル農家は加工用としての生産振

興の補助を受けており，また契約栽培でもある

ため－定量のパインアップルを加工用へ仕向け

る必要がある．農家としてみれば高値で販売可

能となる生食用パインアップルとして販売を行

いたい．しかし，加工用に仕向けなければ加工

原料量確保のための補助によって農用資材の提

供を受けていることや，農家が－定量の加工用

パインアップル出荷を行う契約により価格補填

を受けていることから，限られた農地で簡単に

生食用パインアップルだけを生産することは難
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表６パインアップルの単収及び加工・生食割合．

（単位：ｌＯａ/k９，ｋ９，％）

表５調査農家の１０ａ当たりの経営内容．

（単位：千円/ｌＯａ，千円）

参考

農外所得

０．０

０．０

２０００

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

００

０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

3,600.0

4,000.0
０．０

０．０

０．０

０．０

０．０

１５００

370.0

１，１５０．０

２，８１０．０

1,500.0

400.0

２，８１０．０

出荷先割合

１０１１
鰄
鶴
一
ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
ｕ
旧
一
Ｍ
旧
旧
Ⅳ
咀
旧
別
別
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資料：表３に同じ．
注l）：「-」は詳細が不明であるもの．

注2）：金額がマイナスとなっている農家があるが，
調査時点で年金や被贈の事実を確認できなかっ
た．このことからマイナスとなっている農家
は，他出子弟からの被贈を受けているものと
推測される

資料：表３に同じ．

注）：「-」は詳細が不明であるもの．

しい、加工用と生食用の割合において生食用へ

の仕向け割合が40％を超える農家は，収穫量が

多いことから生食用への振り分けが可能となっ

ている．つまり農家は契約した加工への仕向け

量を確保したことによってはじめて生食用への

仕向けられているわけである．今まで加工用パ

インアップルは所得の基本となるべきものであ

り，生食用は臨時的な所得とみられていた．加

工用パインアップルは品質的にみるならば，－

定の基準内に入っていれば良いため農家として

は集約的な栽培を必要としないが3)，生食用パ

インアップルは糖度や果実の色といった高い水

準で品質を維持する栽培を行い，そしてさらに

消費者の購買意欲を駆り立てるものを栽培しな

ければならない．これを実現するには加工用以

上の管理作業が必要となる．したがって農家と

しては生食用のパインアップルを増加させたい

が，現状の労働力からすると，加工用と生食用
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の割合を維持することさえ厳しい状況にある．

（３）農家からみたパインアップル生産に対す

る将来像

今後１０年くらいの将来についてもヒアリング

した．結果的にパインアップル生産に力を入れ

て専業化するとする農家が33戸中で１６戸であっ

た．所得の多くを農業由来となっている専業農

家が１３戸であり，さらに現在の兼業中心から農

業を中心にしていく方向にある兼業農家が３戸

存在している．これ以外の兼業農家は現状維持

を基本とした経営方針であり，今後も農業と他

産業就業を継続していくことであった．

一方で兼業への一層の深化または離農とした

い農家の存在もあげられる．これらの農家は

｢働き手がいない｣，「後継者がいない」とする

ことに対して，それぞれ１６回答（複数回答，以

下同じ）としており，今後の農業を担う者がい

ないことから経営の見通しが立てられなく，こ

れらの農家は将来的に離農もやむをえないとし

ている．離農を考える農家は，農業の将来に明

るい見通しがないため，農業をあきらめ，他産

業に就業せざるを得ないとする農家もあげられ

る（６回答)．また労働力不足の問題だけでは

なく，パイアップルによる農業収入だけでは生

計を立てられないと考える農家（８回答）は，

離農までは考えないが一層の兼業深化をする可

能性をもっている．

消極的な農家の回答だけではなく，今後のパ

インアップルの生産・出荷に対してどのように

考えているのかについてもヒアリングした．そ

れによると，消費者のニーズに応えられるよう

な栽培．出荷体制にしたいとする考え方が33回

答（複数回答，以下同じ）であった．パインアッ

プル農家は，現在の加工用と生食用のバランス

がいつまでも続くとは考えていなく，今後どの

ような生産・出荷体制が妥当であるのか，そし

てより良い生産・販売体制を模索している状況

にあるさらに今までは加工用へ仕向けていた

ため果経をいかに大きくするかを目指した栽培

であり，果皮の色や果実の味といった品質につ

いては問題になっていなかった．生食用へ仕向

けるためには果実の味は当然のことであるが，

消費者が購入したいと駆り立てる果皮の色や果

実の形を栽培しなければならない．加工用から

生食用へ転換するためには，栽培方法の工夫が

必要であることに対して11回答であった．この

ことから，加工用から生食用への転換による栽

培方法の変更は，加工用であれば品質より重量

であり，収穫時の扱いはカゴにいれるだけだが，

生食用は果皮や果肉に傷を透けないように丁寧

に扱わなければならない．生食用は収穫時の作

業が加工用より多く必要とされ，また出荷時の

箱入れも必要となり，管理作業が今まで以上に

必要となることを農家は理解している．

４．パインアップルの販売流通

（１）沖縄本島北部の出荷体制

図１は沖縄本島北部におけるパインアップル

出荷の体制を示したものである．ＪＡおきなわ

経済事業本部の下に各地区の営農センターがあ

り，北部センターを事務局として北部地域パイ

ンアップル出荷協議会がある．この出荷協議会

を構成する全農家の70％が，東村の農家によっ

て構成されている．そして各支店にパインアッ

プル生産部会が置かれている．パインアップル

は露地栽培が基本であるが，北部地区で施設化

し，ＪＡおきなわとハウスパインアップル売買

契約を行っている農家が60戸ある．ハウスの生

食用夏実パインアップルは，ＪＡおきなわと農

家が出荷量を５～７月までに取り決め，売買契

約をしている．契約内容にペナルティ項目はあ

るが，現在のところ違反をした場合でもペナル
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ＪＡおきなわ経済事業本部園芸農産部

北部パインアップル出荷協議会 北部営農センター

～

応關FF萱､二i＝二三i二三7F悪雪T1雨了]雨雨
一

図１北部地域におけるパインアップルの生産体制．

資料：ＪＡ北部営農センターへのヒアリングより作成．

ティを課していないの．東村は生食用ハウスパ

インアップルの生産農家数が45戸であることか

ら，東村だけにハウスパインアップル生産部会

がある．しかし独立した部会ではないので，部

会を運営する予算は露地パインアップル生産部

会に依存している．

東村での出荷体制は，村内６つある集落から

代表者１名を役員としている．なお平良，川田，

宮城の３集落はパインアップル生産農家が多い

ことから２名を代表者としており，全体で９名

となるが，部会長の選出されている集落は部会

長を定員とせず，例えば２名の集落で部会長が

選出されたところは２名と部会長の３名となる．

収穫時期に生産部会としては目揃え会を実施し，

技術の統一を図っている．技術の統一を図って

いるものの，先の表５をみる限り１０ａ当たりの

農業経営費において経営規模での序列化がない

ことから個々の農家における技術水準統一が徹

底されていないといえよう．

（２）販売経路

加工用パインアップルの販売経路は，図２に

示す通りである．この販売経路は，農家から出

荷された後の各段階での数量や規格の取り決め

が厳しく，非常に硬直的である．

ＪＡ系統を利用した生食用パインアップルの

販売経路は，ＪＡおきなわの支店から北部セン

ターを経てＪＡ沖縄経済連園芸農産部（以下

｢ＪＡ経済連」と略す）に集積し，全農へ出荷

される．その後全農から様々な全農独自の販売

ルートによって消費者へ行き届く．この販売経

路は，全農とＪＡ経済連との取扱量の取り決め，

全農は契約量の確保を徹底させている．そのた

めＪＡ経済連において入荷不足が生じた場合に

おいて，それが仮にパインアップルの収穫が労

働力不足でできないのであれば，ＪＡおきなわ

とくに北部センターが援農隊を組織して収穫作

業を行うことにより，全農との契約数量の確保

をしている．またＪＡ経済連は沖縄県内でのパ

インアップル出荷量を北部地区の各支店へ連絡

して，収穫量の確保を行っている．図２の中で

ＪＡ系統の販売経路は，それぞれの関係で取り

決めによるノルマの達成が厳守されており，

ＪＡ経済連は取り決め量を確保するため様々な

努力を払っている．このＪＡ系統の販売経路は，
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ア
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ル

業務缶(全流通量の60％）トヨホテル・外食産業等で消費

ＪＡ各ＪＡ加-1-商社

消費者(全流通量の40％）

生
食
用
パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル

産者

図２加工用及び生食用パインアップルの販売経路．

資料：ＪＡ北部営農センター及びＪＡ経済連加工場へのヒアリングより作成．

ることから，規格の低いものは収穫されない．

低規格で低品質のものは，収穫されないためこ

の分の農家手取りは無く，高規格で高品質が多

い年は良いが，そうでない場合は農家手取りが

少なくなる．現時点におけるＪＡ系統の利用は，

生食用に向かないものは加工用へ用途変更する

ことで農家手取りがＯとならないように配慮し

ていることから，北部センターとしては農家と

産地商人の関係が深まらないように注意をして

いる．

産地商人の介在やＪＡ系統を利用した販売経

路のほかに３つのルートがある．郵パックは沖

縄県内の郵便局にパンフレットに掲載して贈答

用として消費者の利用がある．また直売店での

取組みは，県外や本島中南部から北部に訪れる

観光客が立ち寄り，お土産品として購入してい

る．しかしパインアップルは重量があるため，

観光客の多くはその場で商品を選択した上で，

郵パックや宅配便に依頼している．直売店での

取組みは，郵パックや宅配便といった業者との

連携をとることで観光客の利便性を図っている．

定まった規格に合ったものが他の用途に向かう

ことなく，全てが硬直的に各段階を経て消費者

に流れていく，非常に固定的なルートである．

しかしＪＡ選果場の段階で形や果皮の色が悪く，

規格外となったものであっても利用方法を考え，

現在ではホテルでカットパインアップルとして

活用できるような販路を確保している．

農家と北部センターの間で売買契約を行って

いるが，北部地区において－部の産地が契約を

反故にして他の業者に販売している事実がある．

パインアップル農家において労働力の高齢化が

進み収穫作業が困難な産地においては，産地商

人が収穫作業を一手に引き受け，さらにＪＡ系

統利用との契約単価よりも高額に引き取るため，

北部地区の中で－部がＪＡ系統への契約量の十

分な出荷ができないところがある．この例は農

業労働力の高齢化が進んでいる地域でみられる

ことから，高齢化が進展している北部地区にお

いてこの例以外の市町村でも同じ現象がみられ

る可能性がある．しかし，産地商人の収穫は，

販売可能となるパインアップルのみの収穫であ
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のことは岩元が1992年時点で省力化のための機

械導入の必要性をあげていたが，１０余年経過で

機械化が進展せず，現在に至っているのが実情

である第２にパインアップル生産は加工用と

生食用ともに高齢化した現在の労働力から今後，

存続していくことが微妙である．農作業からみ

てみるとパインアップル重量はN67-lOが1.5

kgであり，他の品種でもＬＯｋｇであることから

単収を高めて所得向上を図りたくとも高齢者が

収穫作業を行うには限界がある．むしろ労働力

の構成から離農を望む傾向にある．第３に高価

格となる生食用パインアップルの生産拡大を図

ろうとする農家があるものの，加工用のパイン

アップル生産を振興するために様々な助成を受

けていることから，農家は加工用を中心とせざ

るをえない状況にあった．このことが生食用の

パインアップル拡大を阻み，所得の向上につな

がらないことから若年層の就農がなされず，労

働力の流出にもつながった．

一方で，出荷体制については次のように整理

される．第１にパインアップル缶詰の輸入自由

化が産地の存続に影響を及ぼすものと考えられ

ていたが，実際には高齢化が進展したため生産

量の減少となったわけであり，自由化による影

響がパインアップル缶詰の減産になっているわ

けではない．むしろ生産側の問題が缶詰減産に

つながっている．第２に沖縄本島北部地区のパ

インアップル全生産量のうち約40％が生食用と

なっているが，その生食用パインアップル流通

量の60％がＪＡ系統である．このＪＡ系統の販

売経路は全農の計画出荷に基づいており，自由

度が非常に少ない．またＪＡ系統以外の40％と

なっている販路は未だ安定した販路となってい

ない．生産者や出荷組織は高価格で取引される

生食用の販路をＪＡ系統のみとせず，様々な販

路を確保することによって危険分散を図る必要

生協を活用した販売経路は，３つの仲卸業者

によって行われている．仲卸業者を経て県内と

福岡県と鹿児島県の生協へ販売されている．こ

の販路は３～４年前からであり，取り組み始め

て時間が経過していない．

北部センターとしては，沖縄本島北部におけ

るパインアップル全流通量からの加工用と生食

用への仕向け割合を，加工用に60％と生食用に

40％を目途としている．加工用の販売経路は１

つだけであるが，生食用の販売経路はＪＡ系統

を基本にしながらそこに様々な経路を加えて，

危険分散を図っている．また一方で生食用パイ

ンアップルの販売経路は，ＪＡ系統60％，その

他40％の割合で流通させている．パインアップ

ル生産は，果実基金からの加工用としての補給

金を農家が受けている関係から，加工原料が不

足した場合に，北部センターは生食用を加工用

に仕向けざるをえず，計画的な販売計画を立案

することが困難となっている．さらに今後は，

加工場が閉鎖されることを考慮しなければなら

なく，加工用とされていたパインアップルが全

て生食用へ振り分けされる．新たな生食用の販

路を確保しなければならない．

５．おわりに

パインアップルの生産から流通までを調査し

た結果は次の通りに整理できる．最初に生産者

側からみると，第１に労働力の高齢化が進んで

いるため，農作業の機械化によって省力化を図

りたくともパインアップル栽培における機械化

は耕起，整地程度であり，これ以外の作業は人

力となる．省力化ができないため，人力中心の

重労働となってしまう．省力化ができず投下労

働に対して所得が少ない結果，若年層は高い所

得の得られる農外へ他出してしまい，若年層の

就農を阻害させてしまう要因となっている．こ
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性がある．第３に，ＪＡ加工場の閉鎖がされた

場合，加工用としていたパインアップルを全て

生食用へ振り分けなければならない．現在の加

工用の出荷量からするとＪＡ加工場の閉鎖は時

間の問題である．ＪＡ加工場が閉鎖されること

を予想して販路の拡大を図らないといけないが，

現時点においてＪＡ系統以外の販路が安定して

いないことから，一層の安定した販路をＪＡや

農家が開拓しなければならない．第４に産地商

人の存在である．県外出荷を安定的に定量出荷

を実施するためには，一定のロットを必要とす

る．産地商人は農家の庭先で自分の必要とする

量を確保し，価格もＪＡ系統より高く設定し，

さらに収穫作業も自ら行うことから北部地区の

高齢化の進展しているある特定の地域からの集

荷ができなくなっている．農家とＪＡおきなわ

との契約もあるが，沖縄県産パインアップルと

して産地を維持するためには，農家の抜け駆け

的な行動を抑制することが必要である．

加工用から生食用へ転換がなされた後，果実

基金からの補給金がなくなるため農家としては，

外部からの金銭的なサポートなしで生産継続を

せざるを得なくなる．現在の農家は後継者不在

で高齢化している中，品質重視の生食用生産は，

将来的に困難となることが予想されるため，若

年層の新しい担い手を参入させる必要がある．

新しい担い手は農家子弟に限らず，非農家から

でも良いだろう．とくに東村では新規参入者の

受け入れには積極的に取り組んできたことから，

今以上の担い手確保を図ることが重要である．

またパインアップル生産において加工用から生

食用へ完全な転換されたとしても，現在のよう

な販路に限定せず，新たな販路を確保しなけれ

ば，加工用から生食用パインアップルへ転換す

る意味をもたない．

（注）

１）来間泰男によれば沖縄県の農家は組織だっ

た取組みが弱いと指摘している．

２）現時点においてＪＡ沖縄経済連加工場が県

内唯一の加工場であるが，原料入荷量が年々

減少傾向にあるため，閉鎖の可能性が現実

味を帯びてきている．

３）加工用パインアップルには４つの等級があ

る．１級は果経124ｍ以上，２級は果経１０７

～124mm未満，３級は果経90～107mm未満，

格外果である平均は果経90ｍ未満のものを

さす．なお原料価格は円/kｇで１級30.63,

2級29.44,3級15.3,平均29.08となって

いる．

４）ペナルティ項目をもった契約を農家はＪＡ

と結んでいるが，契約を履行しない－部の

農家の存在がある限り，組織だった運営が

なされていないとみざるをえない．つまり

組織文化がなく，そして長期的な目標を持

たず場当たり的な行動をする農家の一時的

な集合体でしかみられない．
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